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　特定不妊治療を受けている方で、不妊治療に要した費用の総額から茨城県不妊治療費補助金を差し引
いた全額を助成します。
○対象者となる治療　特定不妊治療(体外受精または顕微授精)　
　　　　　　　　　　令和3年4月以降に不妊治療が終了した方
○対象者　　次の要件をすべて満たしている方
　　　　　　・法律上の婚姻をしている方
　　　　　　・夫婦双方またはいずれか一方が市内に住所を有している方
　　　　　　・茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けている方　
　　　　　　・市税に滞納がない方　　　　　　　
　　　　　　・治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
○助成金額　特定不妊治療費に要した費用の総額から茨城県不妊治療費補助金を差し引いた全額を助成
　　　　　　※男性不妊治療についても全額を助成
○助成回数　1子ごとに6回まで(40歳以上43歳未満の方は、1子ごとに3回まで)
　　　　　　※年齢は初回助成時の妻の年齢

○対　象　者　市内に住所を有する1歳以上5歳未満の方で、1回目のおたふくかぜワクチンを接種する
方(すでに接種したおよび罹患した方は対象となりません)

○公費助成額　3,000円
※生活保護世帯に属する方は、全額助成になります。接種前に下記窓口で「個人負担免

除券」の交付申請を行ってください。
○助 成 回 数　1回
○接 種 方 法　接種前に親子(母子)健康手帳を持参し、「おたふくかぜワクチン予防接種予診票兼受診

券」の交付を受け、医療機関で予防接種を受けてください。
○医 療 機 関　指定医療機関(予診票交付時に配付する「協力医療機関一覧」をご覧ください)

　地球温暖化防止とエネルギー対策として、次の住宅用システム機器を設置する方に経費の一部を予算
の範囲内で補助し、環境にやさしい生活を推進します。
○太陽光発電システム設置整備事業補助金
　・補助金額　1kWあたり25,000円(1,000円未満切捨て)　限度額70,000円
　・補助対象システム

発電した電気の余剰電力を電力会社に販売することができる機能を備え、最大出力の合計が10kW
未満の発電システム

○自立・分散型エネルギー設備(蓄電システム)導入促進事業費補助金
　・補助金額　1設備あたり50,000円
　・補助対象システム(以下のいずれにも該当するもの)
　　①住宅等に設置された太陽光発電設備と接続され、発電される電力を充放電できる蓄電システム
　　②蓄電池部から供給される電力を、当該住宅で使用できるもの

③国が実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているもの
であり、かつ、設置時に未使用のもの

＜注意事項＞
※システム機器等設置の提出書類については、生活環境課までお問い合わせください。
※補助金の申請は設置前に行ってください。
※市では、業者を通じての推進は行っていませんので、設置の際には十分検討のうえ契約をしてください。
★二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)設置費補助金は終了しました。
○資源ごみ回収報奨金

ごみの減量と資源ごみの有効活用を推進するため、資源ごみを自主的に集団回収している団体(地区・
高齢者クラブ・子ども会等)に対して回収量に応じた報奨金を交付します。

　・交付額　　資源ごみ(ビン・カン・紙類・牛乳パック等)1キログラムあたり5円と、報償基準額(報
償単価)に満たない場合、その差額分を合わせて交付します。(10円未満切捨て)

※集団回収とは、常陸大宮市民で構成される団体が、回収日時、場所、品目、回収業者を決めて実施す
る自主的なリサイクル活動です。

常陸大宮市特定不妊治療費の全額助成について

おたふくかぜワクチンの一部公費助成について

令和3年度環境関係補助制度について
　　 　　　健康推進課母子保健Ｇ　☎54-7121問 かがやき

　　 　　　健康推進課母子保健Ｇ　☎54-7121問 かがやき

問　　　   生活環境課生活環境Ｇ　☎52-1111　内線112本庁


